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 お客様の声、大募集！！   
 
“よつば通信”はいかがでしたでしょうか？ 

 これからいろいろな企画で盛り上がって 

 いきたいと思いますので、よつば綜合事 

 務所についてのご意見・ご感想をお聞か 

 せください。いいこと・悪いこと、どんなこ 

 とでも結構です。 

 是非、あなた様の声をお聞 

 かせください。 

 

 

 

 

 当事務所では、 

「３ヶ月に１冊、経営、自己啓発関係の本を読む」 

 という課題があります。 

 今月末でついに１８冊目となりました。 

   

  毎度おなじみ（？）  

 これまでの課題図書‘パート６’です。 

 皆様もいかがですか？？ 

 

 

 

 ★S.A.クレーマー(著) 

  Sydelle A.Kramer（原著） 

  小林浩子（翻訳）【国土社】 

    「タイガー・ウッズ物語」 

  

     ★ジェームス・スキナー(著)【幻冬舎】 

     「成功の９ステップ」 

 

 

  

 
 
 光触媒なるものをご存じですか？ 

 最近、事務所に光触媒人工植物なるものがやって 

 きました。ぱっと見は造花ですが、この方達…… 

 何やらすごい機能をもっているようです！？ 

 太陽や蛍光灯などの光に当てると、有機物を分解 

 する機能が働き、環境浄化作用・脱臭作用・抗菌 

 作用・防汚作用等を発動するとのこと。 

 時間をかけて作用するらしいので、今後の活躍に 

 期待しております（笑） 

  

  

 

 

 

 

  

 

    

     

 

 

 １１月より月に２回、事務所外まわりの清掃活動を実施することになりました。 

  朝の短時間を使ったミニ清掃活動なので、事務所まわりのゴミ拾いと草抜きが主な作業です。 

 冬だから草も少ないかな～と思っていたのですが、意外と冬には冬の草が！？しかも根強い！！ 

 でも、抜いてやるときれいになり、さっぱりしました。 

 しかし、夏になったらもっと大変だろうなぁ～と今から弱腰です（苦笑） 

  

 

   

 ２００９年１２月発行 【２００９．冬の号】 

 

 わんことの暮らし！！        
こんにちは。２００９年も残すところ１か月となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

年末に向けて慌ただしさが増す時期ですが、風邪などひかぬよう、お身体ご自愛ください。 

我が家では、最近イヌを飼い始めました。名前は「プルート」と言います。ミニチュアダックスの男の 

子（６カ月）です。生後２カ月ちょっとで家に来たときは、「ここドコ？」という感じでビクビクしていた 

プルートも、今ではすっかり家族の一員です。毎日元気に、我がもの顔で家の中を走り回っています。 

毎朝、目覚ましが鳴っても起きることができずベッドでまったりしていると、散歩から帰ったプルート 

の「トタトタトタトタ～」と走る足音と、お腹すいた！と言わんばかりの「ワン！」という声が聞こえてき 

ます。それで一気に目が覚め、下へ降りて行くのが日課となりました。私が下りてくるのを、尻尾を 

ブンブン振って待ちかまえています。 

夜は夜で、家に帰ると元気いっぱいに出迎えてくれ、ゴハンちょうだい！という顔をします。 

待望のゴハンにありつけたときは本当に嬉しそうで、そんな姿を見ていると、こちらまで癒されます。 

ただ、あっという間にゴハンを平らげてしまう早食いが災いしてか、なにやらお腹周りに貫録が……。 

ダックスは大食漢の子が多く、太りやすいと聞いたので、散歩担当（？）の父がマメに外へ連れ出 

してくれます。だけど、そんな親心を知らないプルートは、家の周りをクルクル回って帰って 

くることもしばしば。外の世界に慣れるまで、まだ少し時間がかかりそうです。 

私も、平日あまりかまってあげられないので、休日はなるべく一緒に 

行動しています。最近は、車の助手席にちょこんと座るので、危なくない 

ようにリードで固定して、ドライブへ行けるようにもなりました。 

プルートに話しかけている自分の姿は、とても人様にお見せできるもの 

ではありませんが、言葉が通じなくても、コミュニケーションやスキン 

シップは大切にしていこうと思います。 

「ペットは大切な家族」。実際に飼ってみて、それを実感しています。 

イヌ、ネコ……種類を問わず、本当に大切な「家族」ですね。 （小池さおり） 

     

  

 

 

                     

 

  

 

  

  

 

 
   ☆お客様をご紹介ください☆ 
  
 よつば綜合事務所では、お取引のある皆様や、これから事業を 

 始められる方（開業、開店、開院など）、相続や税金、申告など 

 の対策が必要な方に最良のアドバイスやサポートをします。 

 また、それぞれの状況にマッチした提案やご相談をさせていた 

 だきます。もしあなたのお取引先や友人・知人で、そんな方が 

 みえましたらぜひご紹介ください。ご紹介いただいた方には、 

 よつばオリジナル図書カード（5,000円分）をプレゼントさせて 

 いただきます。 



 

  

 ◆改めて、自己紹介をお願いします。 
 
 今年もいよいよ押し迫ってまいりました。 

 本年最終号担当の柳本由美子です。 

 

 ◆まず始めに……現在ハマっていることってありますか？ 
 
 今は、料理のレシピ集めです。 

 雑誌や新聞などに載っているレシピを見ると、 

 集めずにはいられません。でも、集めること 

 だけが、目的になりつつありますが（笑） 

 
 
 ◆では、柳本さんにとって、幸せを感じる時って、どんな時ですか？また、癒される瞬間は？ 
 
 姪っ子と遊んでいる時です。無邪気な仕草や、可笑しい発想に癒されます。  

 
 
 ◆普段、休日はどんな感じで過ごしていますか？ 
 
 頑張りすぎない程度で続けているジムで、ヨガや体力作りをしたりしています。  

 最近、ゴルフも始めました。     

 
 
                    ◆今、行ってみたいところはありますか？ 
 
                    海外はナイアガラの滝を、間近で見てみたいです。 

                    国内は面白そうな旭山動物園です。 

                    最近、友達夫婦が世界一周の旅に、突然!!出掛けて行きました。 

                    すごくビックリ!!しましたが、うらやましい限りです。          

 

                    ◆ちなみに海と山ならどっちが好きですか？それはなぜですか？ 
 
                                     山ですね。富士山は五合目までしか行った事はありませんが、 

                                     清々しい気持ちになりました。 

                                     海は……スポーツを見るのもするのも好きですが、水泳は少し 

                                     苦手だからです(^^;) 

  
                   
 ◆もし、３ヶ月の休暇があったら、どこで何をして過ごしますか？ 
 
 国内外を問わず、旅行に出掛けたいですね。 

 先立つ物も必要ですが、、ゆったり船の旅もいいと思いました。 

 

 ◆もし、一億円が当たったら、どうしますか？ 
  
 ウィンブルドンテニスのセンターコート決勝観戦に行きます！ 

 今年、屋根も出来て、天候に左右されなくなりましたし、 

  現地で勝敗の決まる瞬間に立ち会ってみたいです。 

                 

 

  

 
 
                    ◆質問は以上です。では〆の一言をどうぞ。 
 
                    これからも諸先輩方をお手本にして、業務に励んでいきたいです。 

                    寒くなり、空気も乾燥して、インフルエンザも大流行しています。 

                    体調管理にも気を付けてください。 

  

第10回目のターゲットは柳本さんです！！こんな質問、聞いてみました。 

“よつばち”です。 

私の特別なお花（お客

様）を紹介します。 

気さくなご夫婦で、常連さんも多

いアットホームなお店です。 

この時期、スタットレスも充実し 

ていますので、ぜひ一度来店して 

みて下さい。あなたの身近なタイ

ヤ屋さんになるはずです。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
※工賃等を含まないものは、 

  ４本だと廃タイヤ代1,050円、 

  工賃代4,200円が別途必要です。 

 

☆よつばち倶楽部に出演してくださ

るお客様を募集しています。 

ご希望の方は担当者までお知らせく

ださい。 

                

 
  

 

  
 
 
 

  問：遺族年金について 
 
   従業員Ａから質問があったのですが、従業員が扶養している母親の収入の内訳が、 

  ①パート収入７０万円、②遺族年金８０万円である場合、扶養親族の判定上、 

  この遺族年金はどのように取り扱われるのでしょうか。 
 
 
 

  答：扶養親族に該当します 
 
   扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には、所得税法や 

  その他の法令の規定によって非課税とされる所得は含まれないことになっています。 

   したがって、非課税所得である遺族年金を含めないところで扶養親族の判定をすることになります 

  から、Ａさんの母親の場合はパート収入の７０万円だけを基に判定することとなり、給与所得控除額 

  ６５万円を控除した後の合計所得金額は５万円となりますので、扶養親族に該当することになります。 

 

 
 今年も年末調整の時期となりました 

 ので、ご準備はお早めに！！ 

 今回は、次の問いを取り上げてみる 

 ことにしました。 


